
その他の
外部通報先
（報道機関、

消費者団体等）

通報対象事実に
係る処分・勧告等

行政機関

消費者庁 処分等の権限
を有する
行政機関

・・・
通報窓口
（個別窓口）

不利益

取扱い
（解雇、
降格、
減給等）

事業者（行政機関を含む）

通報窓口

１号通報に係る守秘義務

内部通報制度等の整備義務

内部
通報
（１号
通報）

裁判所

地位確認
損害賠償

通報者

通報者の範囲の拡大

主な課題例のイメージ図 第14回公益通報者保護専⾨調査会 参考資料４

公益通報者として保護されるための要件に関する課題

通報を受ける側の体制整備に関する課題

公益通報者に不利益取扱いを行ったことに対する行政措置・刑事罰等に関する課題

通報対象
事実

外部
通報

（
２
号
通
報
）

不利益取扱いに
対する行政措置等

（３号通報）

通報窓口
（一元的窓口）

通報対象事実の範囲の拡大

外部通報の保護
要件の緩和

・通報者と事業者間の紛争解決手続き

・不利益取扱いを行った事業者に対す
る行政措置・刑事罰

一元的な通報受付窓口
の設置等

１



行政への通報の一元的窓口の設置
現行法の規定：通報者が誤って処分等の権限を有しない行政機関に通報した場合、

・当該行政機関の教示に基づき再度通報し直すことが必要。
・処分等の権限を有しない行政機関に通報したことについて、不利益な
取扱いから保護されるのかどうかが明示されていない。

２

現行法

処分等の権限を
有する行政機関

処分等の権限を有しない
行政機関

通報者

教
示

再
通
報

①
②③

通報先を誤った際の経路

正しい通報先への通報

・通報者にとっては、どこが権限
を有する行政機関か分かりに
くい。

・通報が放置される等、通報した
後の対応・進捗が分からない
ことがある。



通報を受けた⾏政機関においても、通報の放置、不適切な調査、通報に係る
秘密の漏えい等の不適切な対応が散⾒される。

通報を受けた
行政機関（時期）

主な通報経路 不適切な通報対応の種別及び概要

Ａ省（2010年）
団体職員

⇒ Ａ省
○通報の放置

通報から約１年４か月経過後に公益通報の受
理通知を発出、その約２か月後に法違反の是
正指導

Ｂ市（2013年）
匿名通報者

⇒ Ｂ市
○不適切な調査

通報事実について責任を問われる立場にある
者が、被通報者に対して聞き取りをしたのみで
調査を終了

Ｃ区（2013年）
民間事業者従業員

⇒ Ｃ区保健所

○不適切な調査
○通報に係る秘密
の漏えい

調査実施時に、被通報者に対し、当該調査が
通報を契機としたものであることを漏えい

Ｄ省（2014年）
医療研究プロジェクト研
究員

⇒ Ｄ省

○通報に係る秘密
の漏えい

通報者からの通報内容が記載されたメールを
被通報者に転送

Ｅ県、Ｆ省（2014年）
県立病院医師

⇒ Ｅ県、Ｆ省
○通報の放置 通報後、２年以上経過した後に調査を開始

Ｇ省（2014年）
国立大学准教授

⇒ Ｇ省
○通報に係る秘密
の漏えい

被通報者に対し、通報者の氏名を漏えい

Ｉ市（2017年）
民間事業者従業員

⇒ Ｉ市
○通報に係る秘密
の漏えい

被通報者に対し、通報者の氏名を漏えい

（備考）・各⾏政機関の第三者委員会報告書や新聞報道等を通じて明らかになった主な事例を掲載。
・時期は、各⾏政機関の第三者委員会報告書や新聞報道等により各事例が明らかになった年を記載。

⾏政機関が不適切な対応を⾏った主な事例（法施⾏後）

３



・消費者庁消費者制度課に設置

・相談員１名（複数の相談員が日替わりで対応）

・公益通報者保護法に関する相談、各種ガイドラインに関する相談、 通報先（処分等
の権限を有する行政機関）に関する相談等、制度に関する相談の受付（個別事案に
対して個別具体的な判断や回答は行わない）

・平成25年１月から平成29年12月までに3,214件の相談（通報制度に関連しないものを
除く）

公益通報者保護制度相談ダイヤルの概要

相談ダイヤルに寄せられた相談事案の傾向（抄）①

４

全相談件数
（通報制度に関連しな
いものを除く）

相談主体 うち個別事案
を内容とする
相談（※）

行政機関 民間事業者 法律専門家 個人
（不明含む）

3,214件

1,010件 389件 74件 1,741件

2,142件
相談内容（重複あり）

法律・ガイドライ
ンに関するもの

通報への対応方
法に関するもの

通報先の問い合
わせ

その他

1,411件 471件 949件 719件

※ 通報者⾃⾝からの相談だけではなく、通報を受けた⺠間事業者や⾏政機関からの相談（例えば、⾏政機関等から寄せられる「・・・という通報があった
がどのように対応すればよいか」といった相談）を含む。

相談主体・内容の内訳（平成25年１月～平成29年12月）
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上記以外の者による漏洩

⾏政機関による漏洩

労務提供先による漏洩

通報に関する情報漏洩が問題となった相談（69件）のうち、行政機関からの

情報漏洩が問題となったものは約半数であった（単位％）。

行政機関からの情報漏洩の存在

出典：平成25年１⽉から平成29年12⽉までに公益通報者保護制度相談ダイヤルに寄せられた相談内容を集計・分析したもの

相談ダイヤルに寄せられた相談事案の傾向（抄）②

５

注：「労務提供先による漏洩」は⾏政機関が労務提供先となる場合も含む。
「⾏政機関による漏洩」は外部労働者等から⾏政機関が通報を受けた場合に漏洩した事案を指す。


